
２．報告事項

▼係留施設の確保増 係留が認められる施設

第２１回 勢田川等水面利用対策協議会

日時：令和８年２月１７日（火）

１４：００～１５：００

場所：三重県伊勢庁舎４階会議室

（伊勢市勢田町６２８番地２）

勢田川等水面利用対策協議会委員

宇治山田港湾整備促進協議会・
ＮＰＯ法人神社みなとまち再生グループ
伊勢湾漁業協同組合
伊勢湾漁業協同組合 今一色支所
伊勢市大湊町振興会
伊勢市神社港自治会
伊勢市下野町自治区
伊勢市通町自治会
伊勢市一色町自治会
伊勢市田尻町会
伊勢市二見町今一色区自治会
三重県 県土整備部 港湾・海岸課
三重県 伊勢建設事務所
伊勢市 都市整備部
伊勢警察署 生活安全課
鳥羽海上保安部 交通課
国土交通省中部運輸局 鳥羽海事事務所
国土交通省中部地方整備局 河川部
国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所

▼ 議 事 の 内 容

１．前回までの協議事項・報告事項

協議会の様子

協議会対象区域内には、１０箇所の係留施設が存在しています。④⑥については、占用実現のため課
題の解消にあたっていましたが、④については、占用主体（管理者）募集に向け手続きを進めること
になりました。



▼不法係留船の現状と推移

３．協議・検討事項



▼ 今回の協議会において確認及び決定した主な事項

～委員からのご意見（抜粋）～

・係留施設の管理者は、災害時や水質事故発生時に速やかに対応できる体制をととのえてお

くことが必要

・所有者不明船については船体の老朽化が進んでいる。沈没や津波・高潮により護岸施設へ

の損害が懸念されるので、所有者調査を進め対策を講じていただきたい。

▼今後の予定について

令和６年度に策定した３ヶ年（令和７年度～９年度）計画について、大湊川（五十鈴川合流点）の占用主体
（管理者）募集手続きを進めるため、見直しをいたしました。

・ 占用主体募集に向けた手続きについて、令和8年度に選考委員会を立ち上げた上で、占用

許可申請者を募集し決定していく。

・上記手続きに伴い、令和８年度以降のスケジュールを変更する。

・次回協議会は、今後の進捗状況を勘案し、実施時期を決定する。


